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生活情報 

　７月から、平成２６年７月分～平成２７年６月分の

国民年金保険料免除申請が始まりました。保険料

が未納のままだと、老後の年金だけでなく、若い

ときにも支給される障害基礎年金などが受けられ

ない場合があります。 

●保険料免除制度 

●若年者（３０歳未満）納付猶予制度 

　これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期

間については、年金を受け取るために必要な受給

資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保

険料を全額納付した場合より少なくなります。 

　このため、これらの期間は１０年以内（例えば、

平成２６年４月分は平成３６年４月末まで）であれば、

あとから保険料を納付すること（追納）ができる

ようになっています。 

　将来、受け取る年金額を増額するためにも、追

納することをお勧めします。 

　なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受

けた年度から起算して、３年度目以降に保険料を

追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応

じた加算額が上乗せされます。 

免除制度と追納について 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6311 
　　　　　　矢板市市民課　　　　（43）1117  　  （43）5962

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡市医師会リレーコラム 

シリーズ「がんを知る」
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